
大切な会社をスムーズに後継者様へ承継する為に・・・ 

平成 29 年 6 月 21 日（水）15：30 より、現経営者様向け事業承継セミナーを開催いたします。少しでも経

営者様のお力になれます様、会費は無料とさせていただきます。 

詳細はお電話又はホームページをご覧ください。   電話番号：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 稲田、和田守 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

＜税 務＞  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワンポイント 通信 
第３６４号 ２０１７年５月１５日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 

 まず 

 
設備投資の 

前に 

計画書 

 金融支援 
低利融資など 

 
固定資産税が２分の１など 

税制支援 

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html
「経営力向上計画」とは人材育成、コスト管理等マネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。計画は事前に事業分野ごとの担当省庁に提出し認定を受けます。

新たに取得した一定の設備について固定資産税の特例により固定資産税が３年間２分の１になります。さらに中小企業強化税制（法人税、所得税）の活用にとり即時償却または税額控除が可能です。

認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に取得し事業の用に供する一定の対象設備

ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ税理士法人は経営革新等支援機関として認定をサポートしています。




